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【手続補正書】
【提出日】平成21年7月30日(2009.7.30)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のページへオブジェクトの描画を行う電子描画装置において、
　各ページの重要度を、該各ページの編集時間の長さに基づいて算出する算出手段と、
　前記算出手段によって算出された各ページの重要度を比較し、重要度の最も高いページ
を代表ページとして決定する比較決定手段と、
　を備えることを特徴とする電子描画装置。
【請求項２】
　前記各ページの編集時間を測定する編集時間測定手段を備えることを特徴とする請求項
１記載の電子描画装置。
【請求項３】
　前記編集時間は、前記各ページ内の描画オブジェクトに対して編集操作を行っている時
間であることを特徴とする請求項２記載の電子描画装置。
【請求項４】
　前記編集時間は、前記各ページ内の描画面に対して編集操作を行っている時間であるこ
とを特徴とする請求項２記載の電子描画装置。
【請求項５】
　複数のページへオブジェクトの描画を行う電子描画装置を用いた電子描画方法において
、
　各ページの重要度を、該各ページの編集時間の長さに基づいて算出する算出ステップと
、
　前記算出ステップによって算出された各ページの重要度を比較し、重要度の最も高いペ
ージを代表ページとして決定する比較決定ステップと、
　を備えることを特徴とする電子描画方法。
【請求項６】
　複数のページへオブジェクトの描画を行う電子描画装置を用いた電子描画方法をコンピ
ュータに実行させるためのプログラムにおいて、
　前記電子描画方法は、
　各ページの重要度を、該各ページの編集時間の長さに基づいて算出する算出ステップと
、
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　前記算出ステップによって算出された各ページの重要度を比較し、重要度の最も高いペ
ージを代表ページとして決定する比較決定ステップと、
　を備えることを特徴とするプログラム。
【請求項７】
　請求項６記載のプログラムを格納することを特徴とするコンピュータで読み取り可能な
記憶媒体。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１７】
　上記目的を達成するために、請求項１記載の電子描画装置は、複数のページへオブジェ
クトの描画を行う電子描画装置において、各ページの重要度を、該各ページの編集時間の
長さに基づいて算出する算出手段と、前記算出手段によって算出された各ページの重要度
を比較し、重要度の最も高いページを代表ページとして決定する比較決定手段と、を備え
ることを特徴とする。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１８】
　請求項５記載の電子描画方法は、複数のページへオブジェクトの描画を行う電子描画装
置を用いた電子描画方法において、各ページの重要度を、該各ページの編集時間の長さに
基づいて算出する算出ステップと、前記算出ステップによって算出された各ページの重要
度を比較し、重要度の最も高いページを代表ページとして決定する比較決定ステップと、
を備えることを特徴とする。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１９】
　請求項６記載のプログラムは、複数のページへオブジェクトの描画を行う電子描画装置
を用いた電子描画方法をコンピュータに実行させるためのプログラムにおいて、前記電子
描画方法は、各ページの重要度を、該各ページの編集時間の長さに基づいて算出する算出
ステップと、前記算出ステップによって算出された各ページの重要度を比較し、重要度の
最も高いページを代表ページとして決定する比較決定ステップと、を備えることを特徴と
する。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２０】
　請求項７記載のコンピュータで読み取り可能な記憶媒体は、請求項６記載のプログラム
を格納することを特徴とする。
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